
目

次

告

示

△

訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

介
護
保
険
指
導
室)

…
…
…
一

△

訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
一

△

通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
二

△

短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
二

△

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
二

△

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

(
〃

)

…
…
…
三

△

福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(
〃

)

…
…
…
三

△

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
三

△

訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
三

△

訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
四

△

通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

(

〃

)
…
…
…
四

△

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の

廃
止

(

〃

)

…
…
…
四

△

短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
四

△

福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
四

△

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
五

△

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退

(

〃

)

…
…
…
五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
八
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
訪
問
介
護
に
係
る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
訪
問
入
浴
介
護
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 1月31日 (火曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 1 2 号

1

有
限
会
社
陽
気

有
限
会
社
大
瀬
戸
ビ

ル 株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館 有
限
会
社
愛
・
ラ
イ

フ
コ
ミ
ュ
ー
ン

特
定
非
営
利
活
動
法

人
み
ど
り

限
会
社
Ｋ.

Ｒ.

Ｇ

有
限
会
社
Ｋ.

ヌ
マ

ク
マ

有
限
会
社
ス
ミ
ル
ナ

会 医
療
法
人
メ
デ
ィ
カ

ル
パ
ー
ク

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

深
安
郡
神
辺
町
川
北

九
〇
六
―
一

安
芸
郡
熊
野
町
字
槙

ヶ
迫
一
六
七
一
―
四

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
―
九

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

福
山
市
西
町
三
丁
目

一
一
―
一(

原
田
ア

パ
ー
ト
二
〇
二)

福
山
市
新
市
町
新
市

四
五
一
―
一

福
山
市
沼
隈
町
上
山

南
三
八
三
―
一

福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
四
二
―
一

四
主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

よ
う
き
訪
問
介
護
事

業
所

筆
の
都
訪
問
介
護
事

業
所

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
木
之
庄
訪
問
介

護
事
業
所

(

有)

愛
・
ラ
イ
フ

コ
ミ
ュ
ー
ン

居
宅
介
護
事
業
所
み

ど
り

き
ら
め
き
訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

さ
ん
な
介
護
サ
ー
ビ

ス ス
ミ
ル
ナ
訪
問
介
護

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

野
村
病
院
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン｢

ぎ

お
ん｣ 名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

深
安
郡
神
辺
町
十
九

軒
屋
一
二
九
―
一

安
芸
郡
熊
野
町
川
角

字
火
ノ
原
六
二
二

福
山
市
木
之
庄
町
五

丁
目
六
―
一
〇

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

福
山
市
西
町
三
丁
目

一
一
―
一(

原
田
ア

パ
ー
ト
二
〇
二)

福
山
市
新
市
町
新
市

四
五
一
―
二

福
山
市
沼
隈
町
上
山

南
三
七
七

福
山
市
御
船
町
一
―

五
―
一
五

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
三

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

(号外)

号

第 １２

外

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
通
所
介
護
に
係
る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
短
期
入
所
生
活
介

護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 1月31日 (火曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 1 2 号

2

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館
名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
―
九

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
木
之
庄
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

福
山
市
木
之
庄
町
五

丁
目
六
―
一
〇

所

在

地

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

有
限
会
社
愛
・
ラ
イ

フ
コ
ミ
ュ
ー
ン

有
限
会
社
び
ん
ご
倶

楽
部

医
療
法
人
社
団
ト
リ

プ
レ
ッ
ト

有
限
会
社
悠

株
式
会
社
あ
さ
ひ
メ

デ
ィ
コ

医
療
法
人
吉
川
医
院

医
療
法
人
メ
デ
ィ
カ

ル
パ
ー
ク

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

因
島
市
三
庄
町
三
四

七
二

広
島
市
佐
伯
区
美
鈴

が
丘
東
四
丁
目
一
四

―
一

広
島
市
佐
伯
区
美
鈴

が
丘
東
三
丁
目
六
―

一
〇

広
島
市
佐
伯
区
旭
園

五
―
五
八

広
島
市
安
佐
北
区
大

林
一
丁
目
二
一
―
三

四 広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
四
二
―
一

四
主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

愛
燦
燦
か
わ
ぐ
ち

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
び
ん
ご
倶
楽
部

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ヴ
ィ

ラ
松
並
木

通
所
介
護
事
業
所
ゆ

る
り

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
あ
さ

ひ 吉
川
医
院
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

野
村
病
院
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー｢

ぎ

お
ん｣ 名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

因
島
市
三
庄
町
三
四

七
二

広
島
市
佐
伯
区
吉
見

園
一
五
―
二
一

広
島
市
佐
伯
区
皆
賀

一
丁
目
九
―
三
一
―

一
二

広
島
市
佐
伯
区
旭
園

九
―
三
一

広
島
市
安
佐
北
区
三

入
六
丁
目
一
―
四

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
三

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

有
限
会
社
陽
気

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館

深
安
郡
神
辺
町
川
北

九
〇
六
―
一

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
―
九

よ
う
き
通
所
介
護
事

業
所

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
木
之
庄
通
所
介

護
事
業
所

深
安
郡
神
辺
町
十
九

軒
屋
一
二
九
―
一

福
山
市
木
之
庄
町
五

丁
目
六
―
一
〇

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

有
限
会
社
Ａ
―
ｃ
ｏ

ｒ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

廿
日
市
市
陽
光
台
五

丁
目
九

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所
望
海
の
里

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

廿
日
市
市
宮
島
口
東

二
丁
目
一
三
―
一
五

所

在

地

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

特
定
非
営
利
活
動
法

人
高
齢
社
会
を
活
き

る
会

有
限
会
社
び
ん
ご
倶

楽
部 名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

神
石
郡
神
石
高
原
町

油
木
甲
三
〇
四
五

因
島
市
三
庄
町
三
四

七
二 主

た
る
事
務
所

の

所

在

地

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
安

田
い
こ
い
の
家

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
び

ん
ご
倶
楽
部

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

神
石
郡
神
石
高
原
町

安
田
六
七
七
―
一

因
島
市
三
庄
町
三
四

七
二 所

在

地

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

(号外)



広
島
県
告
示
第
八
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
施
設
入
所
者

生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
祉
用
具
貸
与
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
一
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪
問
介
護

に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

平成18年 1月31日 (火曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 1 2 号

3

株
式
会
社
あ
さ
ひ
メ

デ
ィ
コ

有
限
会
社
藤
崎
商
事

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

広
島
市
佐
伯
区
旭
園

五
―
五
八

広
島
市
東
区
光
町
二

丁
目
一
四
―
一
七

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

グ
ラ
ン
ホ
ー
ム
あ
さ

ひ ビ
バ
わ
か
さ
・
光
町

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

広
島
市
佐
伯
区
旭
園

九
―
三
一

広
島
市
東
区
光
町
二

丁
目
一
四
―
三
〇

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

有
限
会
社
三
恵

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館 有
限
会
社
Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ

Ｌ
ｕ
ｃ
ｋ

株
式
会
社
日
本
食
生

活
改
善
指
導
会

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

広
島
市
安
佐
南
区
安

東
四
丁
目
五
―
五

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
丁
目
九

福
山
市
山
手
町
四
丁

目
六
―
三
〇

広
島
市
西
区
商
工
セ

ン
タ
ー
五
丁
目
一
四

―
二
六

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

ウ
ェ
ル
ケ
ア
廿
日
市

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
木
之
庄
福
祉
用

具
貸
与
事
業
所

Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
Ｌ
ｕ
ｃ
ｋ

福
祉
用
具
貸
与
事
業

所 株
式
会
社
日
本
食
生

活
改
善
指
導
会
福
祉

用
具
貸
与
事
業
部

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

廿
日
市
市
地
御
前
一

丁
目
三
―
一
五
廿
日

市
サ
テ
ィ

福
山
市
木
之
庄
町
五

丁
目
六
―
一
〇

福
山
市
南
手
城
町
三

―
四
―
二

広
島
市
西
区
横
川
町

三
丁
目
一
一
―
一
三

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

有
限
会
社
陽
気

社
会
福
祉
法
人
慈
照

会 株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館 有
限
会
社
愛
・
ラ
イ

フ
コ
ミ
ュ
ー
ン

有
限
会
社
ス
ミ
ル
ナ

会 医
療
法
人
社
団
ト
リ

プ
レ
ッ
ト

医
療
法
人
メ
デ
ィ
カ

ル
パ
ー
ク

株
式
会
社
ツ
ク
イ

有
限
会
社
京
華

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

深
安
郡
神
辺
町
川
北

九
〇
六
―
一

三
次
市
山
家
町
五
九

七 東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
―
九

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
佐
伯
区
美
鈴

が
丘
東
四
丁
目
一
四

―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
四
二
―
一

四 神
奈
川
県
横
浜
市
港

南
区
上
大
岡
西
一
丁

目
六
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
毘

沙
門
台
二
丁
目
二
六

―
一
二

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

よ
う
き
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
慈
照

会
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
め
ぐ
み

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
木
之
庄
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

(

有)

愛
・
ラ
イ
フ

コ
ミ
ュ
ー
ン
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

ス
ミ
ル
ナ
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

ト
リ
プ
レ
ッ
ト
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

野
村
病
院
居
宅
介
護

支
援
事
業
所｢

ぎ
お

ん｣ ツ
ク
イ
広
島
西

華
て
ま
り
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

深
安
郡
神
辺
町
十
九

軒
屋
一
二
九
―
一

三
次
市
山
家
町
五
九

七 福
山
市
木
之
庄
町
五

丁
目
六
―
一
〇

福
山
市
川
口
町
二
―

一
〇
―
四
三

福
山
市
御
船
町
一
―

五
―
一
五

広
島
市
佐
伯
区
吉
見

園
一
五
―
二
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
三

広
島
市
西
区
南
観
音

五
丁
目
一
一
―
一
〇

広
島
市
西
区
田
方
一

丁
目
一
六
―
四
六

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
八
・
一

・

一

指
定
年
月
日

(号外)



広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪
問
入
浴

介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
通
所
介
護

に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
入
所

療
養
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
福
祉
用
具

平成18年 1月31日 (火曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 1 2 号
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有
限
会
社
ス
ミ
ル
ナ

会 有
限
会
社
銀
の
鈴

社
団
法
人
広
島
県
看

護
協
会

社
会
福
祉
法
人
く
る

み
会 名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

広
島
市
中
区
広
瀬
北

町
九
―
二

三
次
市
粟
屋
町
一
七

一
八
―
二

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

訪
問
介
護
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
ス
ミ
ル
ナ

銀
の
鈴
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

広
島
県
看
護
協
会
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
み
ど
り

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

広
島
市
中
区
白
島
中

町
九
―
一

三
次
市
粟
屋
町
二
五

三
五
―
一

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

平
成

一
七
・

六
・
二
一

廃
止
年
月
日

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館
名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
丁
目
九

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
福
山
東

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

福
山
市
東
深
津
町
三

丁
目
一
九
―
一

所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

廃
止
年
月
日

有
限
会
社
銀
の
鈴

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

銀
の
鈴
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

廃
止
年
月
日

原
田
雅
弘

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

広
島
市
安
佐
南
区
上

安
二
丁
目
一
五
―
二

七
主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

原
田
整
形
外
科
病
院

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

広
島
市
安
佐
南
区
上

安
二
丁
目
一
五
―
二

七
所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

廃
止
年
月
日

小
笠
原
盛
夫

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

呉
市
中
央
五
丁
目
一

一
―
一
五

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

小
笠
原
内
科
胃
腸
科

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

呉
市
中
央
五
丁
目
一

一
―
一
五

所

在

地

平
成

一
七
・
一
一
・
三
〇

廃
止
年
月
日

(号外)



貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

館 株
式
会
社
日
本
食
生

活
改
善
指
導
会

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

東
京
都
千
代
田
区
神

田
駿
河
台
二
丁
目
九

広
島
市
西
区
商
工
セ

ン
タ
ー
五
丁
目
一
四

―
二
六

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
福
山
中
央
福
祉

用
具
貸
与
事
業
所

株
式
会
社
日
本
食
生

活
改
善
指
導
会
福
祉

用
具
貸
与
事
業
部

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

福
山
市
入
船
町
二
丁

目
八
―
一
一

広
島
市
西
区
商
工
セ

ン
タ
ー
五
丁
目
一
四

―
二
六

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

廃
止
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
慈
照

会 有
限
会
社
ス
ミ
ル
ナ

会 有
限
会
社
銀
の
鈴

医
療
法
人
野
島
内
科

医
院

医
療
法
人
社
団
野
間

ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

三
次
市
山
家
町
五
九

七 福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

広
島
市
南
区
東
雲
本

町
一
丁
目
一
二
―
三

呉
市
吉
浦
本
町
一
丁

目
二
―
三

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
慈
照

会
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
め
ぐ
み

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ス
ミ

ル
ナ

銀
の
鈴
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

野
島
内
科
医
院
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

野
間
ク
リ
ニ
ッ
ク
居

宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

廃

止

し

た

事

業

所

三
次
市
山
家
町
六
〇

五
―
二
九

(

微
風

館
三
階)

福
山
市
山
手
町
七
丁

目
二
〇
―
一

広
島
市
安
佐
南
区
祇

園
二
丁
目
一
四
―
二

広
島
市
南
区
東
雲
本

町
一
丁
目
一
二
―
三

呉
市
吉
浦
本
町
一
丁

目
二
―
三

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

〃
・

〃
・

〃

一
七
・
一
二
・
三
一

平
成

一
七
・

九
・
三
〇

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
紅
萌
会
福
山
記
念
病

院 瀬
野
白
川
病
院

名

称

福
山
市
港
町
一
丁
目
一
五
―
三
〇

広
島
市
安
芸
区
瀬
野
一
丁
目
二
八
―
三

所

在

地

〃
・

〃
・

〃

平
成

一
七
・
一
二
・
三
一

辞
退
年
月
日

(号外)


